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議案第１７号 

議会の議決を経るべき議案の原案について 

（鳥栖市社会教育研修場設置条例の廃止について） 

 

上記の議案を提出する 

 

平成２９年１１月８日 
 

 

 

鳥栖市教育委員会    

教育長 天野 昌明  
 

 

 

（提案理由） 

鳥栖市社会教育研修場設置条例を廃止したいため、鳥栖市教育委員会の権限

事務の一部を教育長に委任し、又は臨時に代理させる規則第２条第１０号の規

定によりこの案を提出する 
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鳥栖市条例を廃止する条例の一部を改正する条例案の概要（生涯学習課） 

 

１ 改正の理由・内容 

  社会教育研修場の老朽化に伴い、社会教育研修機能を地域休養施設及び滞

在型農園施設へ移管し、鳥栖市社会教育研修場設置条例を廃止するもの 

 

２ 施行日 

  平成３０年４月１日 
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   鳥栖市条例を廃止する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市条例を廃止する条例（昭和４１年条例第３８号）の一部を次のように

改正する。 

 第６４条の次に次の１条を加える。 

第６５条 鳥栖市社会教育研修場設置条例（昭和４３年条例第１７号）は、廃

止する。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

上記の議案を提出する。 

  平成２９年１２月 日 

鳥栖市長 橋 本 康 志   

 

（提案理由） 

 鳥栖市社会教育研修場設置条例を廃止したいため、この案を提出する。 
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鳥栖市条例を廃止する条例の一部を改正する条例案新旧対照表                      

（傍線部分は改正部分） 

現   行 改 正 案 

第６４条 略 

 

第６４条 略 

第６５条 鳥栖市社会教育研修場設置

条例（昭和４３年条例第１７号）は、

廃止する。 
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